
住民監査請求に対する監査結果

清 瀬 市 監 査 委 員



第 1 請求の受付

請求人

東京都清瀬"

清瀬市民オ ンブズマ ン代表

東京都清瀬市

清瀬市民オンブズマン事務局長

請求書の提出

平成 1 9 年1 0 月2 6 日

請求の内容

(1)請求の要旨

清瀬市長が清瀬市議会会派である清瀬 自民クラブ、日本共産党、公明党及び風 (1日

生活者ネ ット・民主党)に支給 した平成 18年 度分の政務調査費 264万 円の うち、

37万 3千 872円 については、清瀬市議会政務調査費の交付に関す る条例第 5条

及び第 7条 第 1項 並びに同規則第 6条 及び第 8条 に違反 し、使途基準 ・領収書等の

整理保管の逸脱又は濫用による違法 ・不当な使用で、明らかに公益に反す るもので

あり裁量権の逸脱又は濫用により清瀬市に損害が発生 している。

よつて、清瀬市長は、各会派に対 し上記の金 37万 3千 872円 及び支給年度で

ある平成 18年 度分支払済みまで、民法所定年 5分 の割合による遅延損害金を清瀬

市に支払 うよう請求せ よ。

ア 清 瀬 自民クラブ

平成 18年 7月 11日 清瀬民主クラブは調査研究の 目的で、神奈川県鎌倉市、

逗子市、三浦市の三市を 1泊 2日 で視祭 している。 11日 鎌倉市の視祭終了 し逗

子市に移動、昼食は鉄板焼き蔵の木にて食事代 1万 2千 720円 は条例第 5条 違

反である。

その後、逗子市役所を 13時 より15時 まで視祭 し、三浦市の観光スポットに

ある京急油壺観潮荘に宿泊 している。同ホテル領収書兼請求明細によると、ルー

ムチャージ 5千 円 。同料理 5千 250円 は、部屋での宴会が行われたことが窺え、

強 く非難 されなければならない。これ らは、全て個人的な流用であり、政務調査

費での支出は認められるものそない。 したがって、同ホテルにて支出した、ルー

ムチャージ5千 円 。同料理 5千 250円 は条例第 5条違反である。

翌 12日 午前 9時 30分 三浦市役所視察。同日12時 に三崎漁港付近のはまゆ

う (レス トラン)で の昼食代 1万 250円 は条例第 5条違反である。その後、三

浦市に所在する川島農園、横須賀市に所在する嘉山農園の視祭をしたと視祭報告
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書に記載があるが、二箇所の農園を祝祭するには余 りにも距離があり、徒歩では

困難 と思われるが交通費の請求が出てお りません。 さらに、京急三崎 口駅にて解

散 とされるが、帰路については、」R横 須賀線衣笠駅にて全員 (1名 は前 日解散)

の JR券 9千 680円 (8名 分)を購入 しているが、1名 あた り1千 210円 は、

衣笠駅 より大船駅若 しくは横浜駅経由湘南ライ ンによる池袋駅までの運賃 と推

測 され る。 しか し、グリーン料金 7千 600円 (8名 分)は 1名 あた り950円

であ り、この料金は東京駅までグリーン料金で大船駅若 しくは横浜駅までのグリ

ーン料金は 750円 である◇

公費を利用 した JR券 購入方法にも多 くの疑問を感 じると同時に、スケジュー

ル及び視察報告書は信憑性に欠ける。また、グリーン券購入については市民感覚

か ら離れたもので到底容認できない。 したがって、グリーン料金 7千 600円 は

条例第 5条 違反である。

今回の視祭により公金流用 した金 4万 820円 は清瀬市議会政務調査費の交

付に関する条例第 5条 ・7条 1項 及び清瀬市議会政務調査費の交付に関する規貝J

第 6条 ・第 8条 に違反 しているため返還を求める。

イ 共 産党

共産党清瀬市議団は、熊本市 ・久留米市 ・別府市の三市を 10月 23日 より2

5日 まで視祭を行っている。その際、視祭先への手土産 として、清瀬市松山二丁

目15- 9茶 舗岩本園でお茶詰合せ 3セ ット購入 している。公務員は公務上に於

ける業務で、物品等の授受 (贈収賄)は 禁止の筈である。 したがつて、茶舗岩本

園お茶詰合せ 3セ ッ ト購入代金 1万 1千 100円 は清瀬市議会政務調査費の交

付に関する条例第 5条 違反である。

共産党清瀬市議団の視察 日程によると、 23日 熊本市役所視察後 」R熊 本駅発

16: 1 0分 の有明 24号 に乗車 し、 」R久 留米駅到着後、駅から約 70mの 宿

泊先である久留米ステーシ ョンホテルヘ 17時 15分 頃到着 している。チェック

イン後、タクシーで居酒屋 「魚魚 (とと)や」へ行き飲食を している。因みに、居

酒屋 「魚魚 (とと)や」の営業時間は 17時 からの営業であ り食堂ではない。また

飲食終了後、再度タクシーにてホテルに戻つているなど到底許 される行為ではな

い。往路のタクシー料金 550円 及び復路のタクシー料金 560円 、また居酒屋

「魚魚 (とと)や」の飲食料金 1万 5千 290円 は条例第 5条 違反である。

翌 24日 は、久留米市役所視祭後、久留米駅発特急ゆふDX3号 に乗車、別府

駅 15時 41分 着、宿泊先の亀の井ホテルヘ 16時 ごろ到着 している。

共産党清瀬市議団の何時もの行動ではあるが、当日も別府市の有名店、居酒屋

(もり澤)で 飲食をしている。因みにこの居酒屋 も営業時間は 17時 30分 か ら

であり、居酒屋 (もり澤)に おける飲食代金 1万 5千 250円 は、条例第 5条 違
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反である。

付加 えれば、共産党清瀬市議団は平成 15年 度より平成 18年 度まで、視察先

での昼食等 (条例違反)は 自弁 と考えられ るが、視祭地の夜は居酒屋での飲食が

常習化 されている。

さらに、武蔵野法律事務所への顧問料支払は、清瀬市議会政務調査費の交付に

関する条例 (趣旨)第 1条 に反 した行為 と考えられ る。その一部を抜粋すると 「清

瀬市議会議員の調査研究に資するため」あ り、法の基本的な 「趣旨」を理解 され

ていない。 したがって、顧問料 6万 円は条例違反である。

この度の視祭及び顧問料に公金流用 した金 10万 2千 750円 は清瀬市議会

政務調査費の交付に関する条例第 1条 。第 5条 '7条 1項 及び清瀬市議会政務調

査費の交付に関する規則第 6条 。第 8条 に違反 しているため返還を求める。

ウ 公 明党

平成 18年 7月 11日 より2泊 3日 の 日程で、南九州の視祭を行つている。 7

月 11日 は知覧特攻平和会館及び知覧武家屋敷を見学。終了後、鹿児島県の最南

端にある指宿温泉に移動、指宿でも最大の 「いわさきホテル」に宿泊 した。翌 日

は指宿駅より列車で霧島市へ移動、鹿児島湾に浮かぶ桜島を車窓より満喫 しなが

ら約 2時 間の旅 を楽 しんだ。そこで、知覧町見学後約 1時 間 12分 かけて何故、

最南端の指宿温泉に宿泊するのか疑問を感 じる。翌 日の霧島市視祭を考えれば、

当日に霧島市近辺へ宿泊す るのが常識であると考える。よつて、鹿児島空港より

知覧町までの交通費 7千 250円 は領ll■書ではな く支払証明書であ り明 らかに

条例違反である。また、知覧町より指宿温泉 「いわさきホテル」までの交通費 4

千 700円 は、本来であれば必要性の無い費用であると同時に、支払証明書等不

適切な会計処理のため返還を求める。

7月 13日 視奈最終 日には、午前市内見学中に有名店お菓子の 日高本店にて

「チーズ饉頭」 2千 150円 を購入 し、また、宮崎空港内売店にて、「フェニッ

クス通 り」 1千 575円 を購入 した。同 2点 の上産を視祭先に持参す るのも問題

であるが、今回は帰路の状況の中で購入 しているなど、自宅への個人的な持ち帰

りと言わざるを得ず、条例 ・規只Jの趣旨か らいつて許 されるものではない。

公明党提出予定表等によると、同年 10月 16・ 17日 は、山形県米沢市へ 1

3時 より少人数学級についての視祭 と上杉博47J館及び付随す る文化ホールの見

学をし、米沢駅つばさ121号 17時 25分 発 ―山形駅 18時 01分 着後、山形

国際ホテルに宿泊 している。

二 日目、 8時 10分 にホテル ロビー集合、山形駅前発 8時 40分 一蔵王温泉 9

時 20分 一ライザワール ド前 9時 55分 一刈田駐車場 10時 10分 一蔵王 ・お釜

―山形駅着 12時 30分 昼食その他。山形駅発 14時 05分 一大宮駅着 16時 3
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0分 一新秋津駅 17時 30分 となっている。

上記予定表を見ても、 2日 目は山形市へは行政視祭ではなく、観光 といえるも

のである。予定表の山形駅前発 8時 40分 とは、山形交通運営の定期観光バス 「わ

くわく蔵王 ・山寺号」であり、山形駅着時間から同バスの半 日コースと考えられ、

1名 当 りの大人料金は 2千 90o円 である。また観光終了後、出形駅に隣接す る

エスパル山形内の 「山形のお菓子山形銘店」で土産 1千 417円 を購入 してお り、

これは個人的な手上産 と考えられる。

さらに、本件米沢市 ・山形への旅行は矛盾だ らけであることが感 じ取れ る。第

一、山形市は観光旅行だけであった。第二、オンブズマン調査によると、会派 5

名分の旅行に掛かつた費用は、①交通費、新秋津駅より米沢駅 5万 円、米沢駅よ

り山形駅 1万 300円 、山形駅 より新秋津駅 5万 4千 150円 、②定期観光バス

1万 4千 500円 、③宿泊費 (山形国際ホテル最低価格にて算出 ,1名 当 り7千

円)3万 5千 円。これ ら費用合計は 16万 3千 950円 であ り、 」TB所 沢支店

で購入 した旅行金額 15万 3千 950円 と全 く違 う。

これ らは最低価格にて算出 したもので、 」TB所 沢支店 との違いが推測できる

条件 として、会派 5名 での参加ではなかった。また、大人以外の参加者がいた可

能性を否定できない。 さらに、本件旅行明細の開示請求を 」TB所 沢支店へ文書

で申出たところ、開示を拒否 されたため、再々度開示を配達証明で求めたところ、

受け取 り拒絶で返却 された。

現在の段階では、市民を愚弄 した極めて悪質で大胆不敵な観光旅行であ り、旅

行代金 15万 3千 950円 は全額返還 され るべきと考える。

本年度に流用 した合計 17万 1千 42円 は清瀬市議会政務調査費の交付に関

す る条例第 5条 ・7条 1項 及び清瀬市議会政務調査費の交付に関す る規則第 6

条 。第 8条 に違反 しているため全額返還を求める。

工 風 (旧生活者ネ ッ ト・民主党)

平成 18年 7月 19日 より2泊 3日 で大牟田市 ・水俣市 ・島原市の三市の視祭

を実施 している。代表である斉藤実氏は、 18日 に東京よりJRで 博多に移動 し

前泊をしているが、 19日 の大牟田市視察は 14時 か らであり、西武池袋線秋津

駅を6時 30分 前後の電車で向かえば博多駅に 13時 頃到着 し、大牟田市役所へ

の 14時 に間に合い、前泊する必要性は全 くない。 したがつて、前泊代 9千 40

0円 は返還をす るべきである。因みに、他の 2名 は視祭 日に航空機で到着 し、博

多駅で斉藤実氏 と合流 している。 さらに、東京駅より博多駅間の JR運 賃 2万 2

千 320円 の領収書はなく、支払証明書で処理 してお り条例違反である。

19日 、他の 2名 と合流後、 3名 で博多駅より大牟田駅及び新水俣駅までの J

R券 を購入 しているが、 1名 に関 しての運賃 4千 890円 は支払証明書で会計処

- 4 -



理をしている。また、当日の宿泊地である水俣市において 「食べる飲む和風三笠

で」食事をしているが、メニューを確認す ると定食は 1千 円か らで、 2名 での食

事代ではなく飲食代 6千 510円 として支出されたことが窺え、最も悪質であ り

使途基準に反 した行為である。

20日 は新水俣駅より諌早経由で島原に移動 しているが、他 2名 は前 日博多駅

で JR券 を購入済みであるが、斉藤実氏は新水俣駅で諌早駅まで 」R券 1万 14

0円 を購入 しているが、領収書はなく不適切な処理 と言わざるを得ない。また、

当日夜は島原市内の飲食店 「呉竹」で飲食代 6千 円支出 しているが、明 らかに使

途基準違反である。さらに、21日 視祭終了後の帰路は、1名 は航空機利用の為、

諌早駅 より博多駅まで、 2名 は諌早駅より東京駅までの 」R券 を購入 したが、こ

こでも斉藤実氏は領収書紛失の理由で支払証明処理をしている。

他の二名の、諌早駅から東京駅及び諌早駅か ら博多駅間の 」R領 収書番号の中

番号が抜けているので、購入の事実確認が取れ る。 しか しながら、斉藤実氏の杜

撰な感覚は目に余るものであり、公金を使用 しての公務 との意識が全 く感 じてな

い事実に呆れる思いである。

今回の視察で流用 した合計 5万 9千 260円 は、清瀬市議会政務調査費の交付

に関す る条例第 5条 ・7条 1項 及び清瀬市議会政務調査費の交付に関する規則第

6条 ,第 8条 に違反 しているため返還を求める。

(原文の要旨を監査委員において理解 したもの)

(2 )事実証明書

ア 清 瀬市議会政務調査費の交付に関する条例

イ 清 瀬市議会政務調査費の交付に関する規則

ウ 清 瀬市議会会派の清瀬 自民クラブ、日本共産党、公明党、風 (旧生活者ネ ッ ト・

民主党)に 係 る平成 18年 度政務調査費収支報告書の写 し

監査委員の除斥

斉藤実監査委員は、地方 自治法 (昭和 22年 法律第 67号 。以下 「法」 とい う。)第

199条 の 2の 規定により除斥 した。

5 請 求の要件審査

本件請求は、法第 242条 所定の要件を備えているものと認めた。

第 2 監 査の実施

1 監 査対象事項

市長が市議会各会派に交付 した平成 18年 度政務調査費について、清瀬市議会政務

調査費の交付に関する条例 (平成 13年 清瀬市条例第 10号 。以下 「条例」とい う。)
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及び清瀬市議会政務調査費の交付に関する規則 (平成 13年 清瀬市規則第 7号 。以下

「規則」 とい う。)等 に規定する使途基準及び領収書等の証拠書類に適合 しているか

否かを監査対象 とした。

2 監 査対象部局

議会事務局を監査対象 とした。

3 陳 述及び証拠の提出

請求人に対 して、法第 242条 第 6項 の規定に基づき、平成 19年 11月 12日 に

新たな証拠の提出及び陳述の機会を設けた。その際、新たな証拠 として次に掲げる書

面が提出された。

(1)平成 19年 11月 10日 付 け調布市の住民監査請求に係 る 「新聞記事」の写 し。

4 監 査に当た り事情聴取 した者等

平成 19年 12月 4日 に本件請求内容の事実関係について、議会事務局長、次長及

び庶務係長並びに法第 199条 第 8項 の規定に基づき、清瀬 自民クラブ、日本共産党、

公明党及び風 (旧生活者ネ ット・民主党)の 4会 派か ら事情聴取 した。

第 3 監 査の結果

1 事 実関係の確認

(1)平成 18年 度における主な条例及び規則の内容

ア 政 務調査費の交付

政務調査費の会派の月額は、条例及び規則に基づき、会派の所属議員数に月額

10, 0 0 0円 を乗 じて得た額である。

政務調査費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、所定の交付申請

書により、議長を経由して市長に申請す る。交付申請書を受理 した市長は年間分

の交付額を決定 し、所定の交付決定通知書より当該会派の代表者に通知す る。

交付決定通知書を受けた会派の代表者は、政務調査費の交付 日の 10日 前まで

に所定の交付請求書を市長に提出す る。

イ 使 途基準

政務調査費は、下表に掲げる使途基準に従つて使用す るものとし、市政に関す

る調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。

別表 (規則第 6条 関係)

項  目 内 容

研 究研 修 費 会派が研究会、研修会を開催するために必要な経費又は会派の所属する議

員等が他の団体の開催する研究会、研修会に参加するために要する経費

(会場費、講師謝金、出席者負担金 ・会費、交通費、旅費、宿泊費等)
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調 査 旅 費 会派の行 う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要

する経費

(交通費、旅費、宿泊費等)

資料 作成 費 会派の行 う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費

(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等)

資料購 入 費 会派の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

広  報  費 会派の調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、P

Rす るために要する経費

(広報紙、報告書印刷費、送料、会場費等)

広  聴  費 会派が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望、意見を吸収する

ための会議等に要する経費

(会場費、印刷費、茶菓子代等)

人  件  費 会派の行 う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費

事 務 所 費 会派の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置、管理に要する経費

(事務所の賃借料、維持管理費、備品、事務機器購入、リース代等)

その他の経費 上記以外の経費で会派の行 う調査研究活動に必要な経費

ウ 収 支報告書及び領収書等の提出

会派の代表者は、政務調査費の交付を受けた政務調査費に係 る収支報告書を作

成 し、領収書の原本又はその事実を証すべき書類 (以下 「領収書等」とい う。)を

添付 して議長に提出 しなければな らず、収支報告書の提出を受けた議長は、その

写 しを市長に送付する。

市長は、会派がその年度において交付を受けた政務調査費の総額か ら、当該会

派がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費 として支出 した総

額を控除 して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を

命 じることができる。

なお、収支報告書の提出については、平成 14年 6月 の清瀬市議会代表者会議

において、llx支報告書に領収書及び領収書等の写 しを添付することを申し合わせ

し、政務調査費の使途についてよリー層の公正性及び透明性を確保 した。さらに、

平成 19年 3月 に条例改正 し、これまでの申し合わせによる領収書の写 しの添付

から領収書の原本及び領収書等を添付 しなければならないことを規定 し、平成 1

8年 度分の政務調査費か ら適用するよう条例を整備 した。

(2)平成 18年 度における各会派に係 る政務調査費の交付状況等

ア 政 務調査費の決定

平成 18年 4月 7日 付 けで各会派の代表者か ら議長を経由 して政務調査費の

交付申請書が提出され、申請額が条例及び規則の規定に基づき積算 されているこ

とを確認 し、同 日付で各会派への政務調査費を決定 した。

イ 政 務調査費の交付
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平成 18年 4月 21日 付けで各会派の代表者か ら政務調査費の請求書が提出さ

れ、平成 18年 5月 12日 、同月 16日 及び同月 26日 付けで年間分の政務調査

費が各会派に交付 された。

ウ 政 務調査費の報告及び返還

平成 18年 度政務調査費の収支報告書については、各会派から平成 19年 4月

5日 、同月 6日 及び同月 13日 付けで提出され、平成 19年 4月 24日 付けで下

表のとお り各会派から残余金が返還 された。

単位 :円

会 派  名
所 属

議員数
月 額

交付額

(年間分)
返還金

清 瀬 自民 ク ラ ブ 9 名 10,000 1,080,000 191)227

日 本 共 産 党 6名 10,000 720,000 40,293

公 明 党 5 名 10,000 600,000 65,233

風(旧生活者ネット・民主党) 2 名 10,000 240,000 0

( 3 )政務調査費の支出に係 る清瀬市議会代表者会議の申し合わせ事項

ア 支 払証明書の発行について

イ 宿 泊料の限度額について

監査対象部局 (議会事務局)の説明

(1)議員の議会活動

市議会は、市民の意思を市政に反映 させ るための場であ ります。その市議会を構

成する議員は、地方 自治において市民の意思を反映 させるために重要な役割を担っ

ています。また、その自治体の将来を展望 しながら、住民福社の増進を図つていく

ことが使命であ り、責務であるといえます。

そ うした中で、議員が議会活動を行 うためには、地方行政について精通すること

や広範な知識を習得することが必要であることから、他の地方行政について行政視

祭を始めとした調査研究をすることによって、見識を一
層深めた り、見間を広めた

りするものであ り、大変有益なことであ ります。

また、議員は、 自治体が直面する行政課題等に直接的に関係す る政策や事務事業

をはじめ、将来的な行政課題 とその対応策を探 り出 し、多角的な視点か ら調査研究

を行 うことが重要であり、大所高所か らの立場、高度な識見による議会活動台と力が

要求 されています。

このよ うに、地方行政に関わる不断の調査研究の活動や現地での行政視察が大切

であり、その積み重ねによつて、議員の議会活動を通 じて市政の発展に繋がるもの

であり、住民福社の向上に有効に活かされ るものであ ります。

(2)政務調査費の交付及び精算

清瀬市は、地方 自治法 (昭和 22年 法律第 67号 。以下 「法」とい う。)第 100

条第 13項 の規定に基づき、政務調査費に係 る条例及び規則を制定 し、議員の調査
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研究に資するため必要な経費の一部 として政務調査費を交付 しています。

この政務調査費は、条例第 2条 (交付対象)及 び第 3条 (交付額及び交付の方法)

の規定に基づき、会派 (所属議員が 1人 の場合を含む。)に 対 して、会派の所属議員

1人 につき月額 10,000円 、年額 120,000円 と定めています。

このことにより、会派代表は、規則第 2条 (交付申請)の 規定に基づ く政務調査

費交付申請書並びに規則第 5条 (交付請求)の 規定に基づ く政務調査費交付請求書

の提出により、政務調査費の交付を受けているものであります。

この政務調査費を受けた会派は、規則第 6条 (使途基準)の 規定に基づき、別表

に定める使途基準に只Jって使用 しているところでありますが、条例第 7条 (収支報

告書及び領収書等の提出)の 規定に基づき、会派は、政務調査費に係る収支報告書

を作成 し、領収書の原本又はその事実を証すべき書類を添付 して翌年度の4月 末 日

までに提出することになっています。

併せて、条例第 8条 (政務調査費の返還)の 規定に基づき、政務調査費に残余額

が生 じた場合は返還することが義務付けられてお り、その精算を行つているところ

であります。

(3)支払証明書の発行について

政務調査費を支出 したときは、原則 として領収書を徴 さなければならないことに

なっていますが、平成 8年 3月 19日 及び同年 6月 7日 の清瀬市議会代表者会議に

おいて、乗車券等の交通費など領収書を徴することが困難なものについては、各会

派代表者が現に支出 した金額 を記入 した支払証明書を発行 して代えることができる

旨を確認 し、清瀬市議会内申し合わせ としています。

(4)宿泊料、食事代及び交通費について

ア 会 派の行政視祭における宿泊料については、平成 8年 3月 19日 の清瀬市議会

代表者会議において、申し合わせ事項 として確認 してお り、清瀬市議会常任委員

会が実施す る行政視祭の場合に係 る清瀬市議会議員の報酬‖及び費用弁償等に関

する条例 (昭和 31年 清瀬町条例第 18号 )第 5条 (費用弁償)別 表及び市職員

の出張に係 る清瀬市職員の旅費に関する条例 (昭和 38年 清瀬町条例第 7号 )第

16条 (宿泊料)別 表の規定に基づき、宿泊施設で食事の提供を受ける場合は 1

泊 2食 付 15,000円 を限度 としています。

イ ビ ジネスホテルなど宿泊施設において、夕食の提供を受けられない場合は、平

成 8年 3月 19日 の清瀬市議会代表者会議において、申し合わせ事項 として確認

し、宿泊料を含めて 15,000円 の範囲内で夕食代を運用 しています。

また、常任委員会が実施する行政視祭の場合には、上記の清瀬市議会議員の報

邸‖及び費用弁償等に関する条例第 5条 の規定に基づき日当が支給 されていますが、

その範囲内で昼食代に当てているところであ ります。 これに準 じて、会派の行政

視祭に際 しては、昼食代の運用を図つています。

ウ 上 記条例に基づき、会派の行政視祭において、議員が利用 した鉄道、バスの乗

車券や特急券、グリーン券、航空券、乗船券及びタクシー代の交通費については、

その実費額 としています。
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( 5 )行政視祭の手生産代について

行政視祭においては、視祭先を訪問 して、事業説明及び施設見学等の案内などを

お願いするわけでありますが、時には視察先の所有車で送迎や移動などを配慮 して

くださる場合もあります。このようなことを考慮 して、会派が生産を持参するのは、

視察先 との関係 を親密にすることにな り、その行政視祭を円滑に進める上で礼儀で

あるともいえます。

このことは、常任委員会の行政視祭においても行われてお り、会計支出基準にも

この取扱いは認められてお り、その金額 も儀礼の範囲を超えるものではなく、行政

視祭に要す る経費の一部であるといえます。

なお、本市に他の市議会議員が来訪 される行政視察に際 しても、土産を持参 され

ている状況にあ ります。

3 判 断

前記事実関係の確認、監査対象部局の説明聴取及び関係人調査等に基づき、本件請

求について次のとお り判断する。

【本件請求に係 る会派共通事項】

《政務調査費の支出に係 る清瀬市議会代表者会議の申し合わせ》

(1)支払証明書について

請求人は、領収書に代えて収支報告書に添付 した支払証明書は条例違反 と主張す

るが、平成 8年 3月 19日 及び同年 6月 7日 の清瀬市議会代表者会議において、乗

車券等の交通費など領収書を徴することが困難なものについては、支払証明書を発

行 し領収書に代えることができることを申し合わせ事項 として確認 している。また、

条例第 7条 第 1項 でも政務調査費の収支報告書に 「その事実を証すべき書類」 とし

て添付することができるよう規定 してお り、次に掲げる公明党及び風 (1日生活者ネ ッ

ト・民主党)が発行 した支払証明書は、いずれ も鉄道賃等の交通費に係 るもので、そ

の交通費は正規の運賃で処理 されていることか ら、条例に反す るとはいえない。

ア 公 明党が平成 18年 7月 11日 付で発行 した交通費 7,2 5 0円 の支払証明書

イ 公 明党が平成 18年 7月 11日 付で発行 した交通費 4,7 0 0円 の支払証明書

ウ 風 (旧生活者ネ ッ ト・民主党)が平成 18年 7月 18日 付で発行 した交通費 22,

3 2 0円 の支払証明書

工 風 (1日生活者ネ ッ ト・民主党)が平成 18年 7月 19日 付で発行 した交通費 4,

8 9 0円 の支払証明書

オ 風 (1日生活者ネ ッ ト・民主党)が平成 18年 7月 20日 付で発行 した交通費 10,

1 4 0円 の支払証明書
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( 2 )飲食代について

請求人は、飲食代は条例違反 と主張するが、行政視察の宿泊に伴 う飲食代 (夕食

代)に ついては、清瀬市議会代表者会議において、 ビジネスホテルなど宿泊施設で

夕食の提供を受けられない ときは、その夕食代を含めて清瀬市議会議員の報酬及び

費用弁償等に関す る条例第 5条 に規定する宿泊料 (1夜 につき)15 , 0 0 0円 の範

囲内であればよいことを申 し合わせ事項 として確認 している。次に掲げる本件請求

の対象 となった 日本共産党及び風 (旧生活者ネ ット・民主党)の飲食代は、視察宿泊

先のホテルで夕食の提供がないため外食 したもので、この申し合わせ確認事項の夕

食代である。

ア 日 本共産党は、平成 18年 10月 23日 に久留米ステーションホテルに宿泊 し、

1泊 朝食付一人当た り6,3 0 0円 で、翌 24日 は亀の井ホテルに宿泊 し、1泊 朝

食付一人当た り7,8 0 0円 である。宿泊先の両ホテル とも夕食の提供がないため、

23日 の夕食は 「海女料理 魚 魚 (とと)や」において定食や一品料理など注文 し

て夕食を済ませた 15, 2 9 0円 で、一人当た りに換算すると2,5 4 8円 であり、

宿泊料 との合計は一人当た り8,8 4 8円 である。翌 24日 の夕食は 「酒撰  も り

澤」において一 日目と同様に定食や一品料理など注文 して済ませた 15, 2 5 0円

で、一人当た りに換算すると2)5 4 1円 であ り、宿泊料 との合計は一人当た りに

10, 3 4 1円 である。したがつて、夕食代を含めた宿泊料は、それぞれ申し合わ

せ事項の 15, 0 0 0円 の範囲内であるか ら、条lTl lに反す るとはいえない。

また、請求人は、夕食先へのタクシー代 「往路のタクシー料金 550円 及び復

路のタクシー料金 560円 」の支出は条例違反 と主張するが、 日本共産党は、視

察宿泊先のホテルの近くにはラーメン屋 しかなく、ホテル従業員に夕食をとれ る

場所を教えてもらったが、初めての場所で地理 も不案内で、バスもなく、仕方な

く6人 が 2台 のタクシーに分乗 し出かけた。夕食後は、あらかた道筋が把握でき

たので、全員が徒歩でホテルに戻つたとのことであり、請求人が主張する往復の

タクシー代ではなく、視祭先で地理に不案内であったことを考えればやむを得な

い支出であるか ら、条例に反するとはいえない。

イ 風 (1日生活者ネ ッ ト・民主党)は、平成 18年 7月 19日 にスーパーホテル C i t y

水俣に宿泊 し、 1泊 朝食代含めて一
人当た り5,6 6 0円 で、翌 20日 はホテル

「花みずき」に宿泊 し、 1泊 朝食付一人当た り6,6 2 5円 である。宿泊先の両

ホテル とも夕食の提供がないため、 19日 の夕食は飲食店 「和風三笠」において

定食や一品料理など注文 して済ませた 6,5 1 0円 で、一人当た りに換算す ると

3,2 5 5円 であ り、宿泊料 との合計は一人当た り8,9 1 5円 である。翌 24日

の夕食は飲食店 「呉竹」で定食や一品料理な ど注文済ませた 6,0 0 0円 で、一

人当た りに換算すると3,0 0 0円 であり、宿泊料 との合計は一人当た り9,6 2

5円 である。 したがつて、夕食代を含めた宿泊料は、それぞれ申し合わせ事項の

15, 0 0 0円 の範囲内であるか ら、条例に反するとはいえない。
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【清瀬 自民クラブ】

(1)昼食代の支出について

請求人は、昼食代の支出は条例違反 と主張するが、市が実施する常任委員会の行

政視祭では、清瀬市議会議員の報部‖及び費用弁償等に関す る条例第 5条 の規定に基

づき支給 される日当 (宿泊を伴 う場合は 1日 につき 2,000円 )の 範囲内で昼食代

に運用 している。 し たがつて、清瀬 自民クラブが支出 した昼食代は、平成 18年 7

月 11日 の 「鉄板焼き蔵の木」での昼食代は 12,720円 で、1人 当た りに換算す

ると1,413円 である。翌 7月 12日 の三崎漁港付近の 「はまゆ う (レス トラン)」

での昼食代は 10,250円 で、 1人 当た りに換算す ると1,281円 であ り、いず

れも前記の 1日 につき 2,000円 の基準内である。また、その額 も社会通念上相当

な範囲内であり、使途についても日常の会議等の昼食代 と異な り、宿泊が伴 う行政

視察のなかで支出されたものであるから、条例の使途基準に反するとはいえない。

(2)ルームチャージ 5,000円 及び同料理 5,250円 の支出について

請求人は、清瀬 自民クラブが行政視察の宿泊先の 「京急油壺 観 潮荘」で支出 し

たルームチャージ 5,000円 及び同料理 5,250円 について、部屋での宴会が行

われたことが窺え、全て個人的な流用であ り、政務調査費での支出は認められない

と主張する。

しか しなが ら、 「京急油壷 観 潮荘」では、宿泊料金の設定を 2名 以上 とし、 1

部屋 を 1人 で宿泊 したときは別料金でルームチャージとして 5,000円 を請求す

るとのことである。清瀬 自民クラブは、 9名 で 3部 屋の内容で宿泊を予約 し、その

うち女性 1名 の部屋を別に した。ルームチャージ 5,000円 は、その部屋の別料金

である。また、同料理 5,250円 については、夕食後、議員 1人 の家族に急用が起

き、急遂宿泊を取 り止め帰路 したので、その者の宿泊に伴 う夕食代 (同料理)で あ

り、請求人が主張する宿泊者の部屋で宴会 したものでも個人的に支出 したものでも

ないか ら、条例に反す るものではない。

(3)鉄道賃のグリーン料金の支出について

請求人は、視察の移動に伴 う鉄道賃の うち、グリーン券購入は市民感覚からかけ

離れ到底容認できないので条例違反 と主張するが、市の非常勤特別職である議員が

視祭等で鉄道等を利用 した場合は、清瀬市議会議員の報部‖及び費用弁償等に関す る

条例の規定に基づき、利用 した鉄道、バスの乗車券や特急券、グリーン券、航空券く

乗船券及びタクシー代等の交通費の実費額を負担することを運用 している。また、

清瀬 自民クラブが視祭の帰路において購入 したグリアン乗車券 7,600円 (一人当

た り950円 )は 、 2日 間に渡るハー ドなスケジュールの視祭を精力的に行ない、

その視祭に関 しての感想や意見交換をするため 8人 まとまった座席指定券を購入 し

ようとしたが、当該車両には座席指定がないためグリーン乗車券を購入 し利用 した

ものであるから、条例の使途基準に反するとはいえない。
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【日本共産党】

(1)視祭先への手土産代について

請求人は、視祭先への手生産代は条例違反 と主張するが、行政視察先への手生産

については、視祭先を訪問 し、事業説明や施設見学等の案内などのほか、時には視

祭先の所有車で送迎や移動などの配慮 もあ り、行政視祭を円滑に進める上での礼儀

でもある。 したがって、 日本共産党が視察先である熊本市、久留米市、別府市へ持

参 した手土産については、行政視祭の受け入れ 自治体の中で資料代を徴収するとこ

ろもあるが、今回の視祭先の 3市 とも資料代を徴収 しないので、手数をかけること

に対す る気持ちとして、茶舗岩本園お茶詰合せを持参 したものであ り、その手生産

の内容及び金額 も社会通念上相当な範囲内のものと認められるか ら、条例の使途基

準に反するとはいえない。

(2)顧問料について

請求人は、武蔵野法律事務所への顧問料の支払は条例の趣 旨に反する行為 と主張

するが、 日本共産党では、行政視察等で調査 した情報や市民か らの要望を市政に反

映 させ るため、市議会での提案及び議員提出議案 として条例の上程並びに行政サイ

ドヘの要望するときに専門的となる法的な解釈等が必要であり、その調査研究の際

に弁護士か らア ドバイスを受けるための経費で、相談件数や高度な相談内容か らす

れば金額的にも年間 60, 0 0 0円 の顧問料の支出であるか ら、条例に反するといえ

ない。

【公明党】

(1)宿泊先の移動に必要性がない費用 (交通費)について

請求人は、当日の視察後、翌 日の視祭先を考慮すると、その日の宿泊先に疑間を

感 じるので、宿泊先に移動する交通費は必要がない費用 と主張するが、公明党が東

京から鹿児島空港を経て知覧町の知覧特攻平和会館を視察後に宿泊先の指宿へ移動

したことについては、知覧町が山の中にあ り交通手段はバスのみである。仮にその

日の うちに翌 日の視察先である霧島市の国分まで行 くとすれば、さらにバスや JR

の乗 り換えにより2時 間半の時間を費やす ことになる。知覧か ら直通便がある指宿

に宿泊 し、翌 日の午前中に移動 して午後に霧島市の視祭す る行程は地理的にも合理

性があるか ら、条例に反す るものではない。

(2)手土産代について

請求人は、平成 18年 7月 13日 南九州の視察最終 日に購入 した 「チーズ饉頭」

2,1 5 0円 、「フェニックス通 り」1,5 7 5円 2点 及び平成 18年 10月 17日 山

形市の視祭時に 「山形のお菓子山形銘店」で購入 した土産 1,4 1 7円 は、帰路の状

況の中で購入 しているので、自宅へ持ち帰 る個人的な土産であ り条例違反 と主張す

るが、公明党が宮崎市で購入 した 2点 の うち 「チーズ餞頭 2,1 5 0円 」は、個人的

な土産ではなく、当日午後の視祭先である宮崎市への手上産代であり、先に述べた

とお り視祭先への手土産代については、視察先を訪問 し、事業説明や施設見学等の
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案内などのほか、時には視祭先の所有車で送迎や移動などを配慮もあ り、行政視祭

を円滑に進める上での礼儀でもあるから、条例の使途基準に反するとはいえない。

しか しなが ら、本市の議会事務局へのお土産 として購入 した 「フェニックス通 り

1,575円 」及び 「山形のお菓子山形銘店 1,417円 」については、請求人が主

張する自宅に持ち帰る個人的な土産ではないが、視祭先への手上産代 とは異な り、

条例の使途基準の調査旅費 とは認められない。

(3)視察費用及び視察内容について

請求人は、平成 18年 10月 16日 から17日 の米沢市及び山形市の行政視祭に

ついて、独 自に視祭 日程か ら視察に要する費用の最低価格を試算 して、視察費用は

会派 5名 分を賄 える金額でなく、視察の参加者の中に大人以外の参加者がいた可能

性があると主張するが、公明党から弁明の中で提出された旅行代理店発行の内訳書

では、 JR特 急料金①大官か ら米沢間が一人当た り4,750円 で 5名 分の合計で

は 23,750円 、②米沢か ら山形間が一人当た り1,240円 で合計では 6,20

0円 、③山形から大宮間が一人当た り5,050円 で合計では 25,250円 、④ 」

R運 賃が新秋津か ら山形間の往復一人当た り11,560円 で合計では 57,80

0円 、⑤宿泊代金が一人当た り8,190円 で合計では40,950円 、⑥総合計額

153,950円 であ り、視祭の参力B者についても確認できたか ら、条例に反する

ものではない。

しか しなが ら、請求人が、視察二 日目の山形市は観光旅行だけであつた と主張す

る視察内容については、公明党の行政視察 日程によると、視祭初 日の米沢市では、

米沢市役所を訪ね 「小人数学級について」及び 「上杉博物館、文化ホール」の公的

施設等を視祭見学 しているが、視祭二 日目の山形市については、山形駅前からバス

停及び駅名 を列挙 したものにとどま り、視察の 目的及び公的施設等の見学場所 も明

らかにされていない。そこで、公明党から弁明を求めたところ、山形市の視察につ

いては、午前中を自由視察時間とし、自己負担により定期観光バス (一人当た り2)

900円 )を 利用 して市内視祭を行い、午後に帰路に着いたとい うことであるから、

視祭二 日目の山形市の視祭については、行政視祭 と認 め難い。

しかるに、初 日の米沢市での視祭終了の時間を考えると、直接帰路に着 くことが

可能であり、山形での宿泊代及び山形市へ移動に要 した交通費は、条例の使途基準

の調査旅費 とは認められない。

【風 (1日生活者ネ ット・民主党)】

(1)前泊する必要性がない宿泊料について

請求人は、会派の議員 1名 が視祭の前 日に宿泊 した宿泊代は、前泊する必要性が

ない経費 と主張するが、風 (旧生活者ネ ッ ト・民主党)によれば、その議員は、心身

の事情により航空機や長時間の移動において従来から心拍数の増加や気分が悪 くな

る症状が出ることがあ り、視祭先の関係者や同行議員への迷惑などを考慮 して、視

祭当日の午後 2時 からの大牟田市役所での行政視祭に間に合わせるため、遅 くとも
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午後 1時 30分 までには大牟田駅に着 く必要があり、 7時 間を超える移動時間 と途

中での遅延などを考慮 して博多に前泊 したもので、身体や事情を考えればやむを得

ないものであるから、条例に反するとはいえない。

4 勧 告

本件請求における請求人の主張には一部理由があると認められ るので、法第 242

条第 4項 の規定に基づき、市長に対 し、次のとお り勧告する。

(1)市長は、次に掲げる返還金額等の合計額の返還を求めるなど必要な措置を平成 2

0年 2月 29日 までに講 じられたい。

ア 公 明党が行政視祭時に本市の議会事務局へ購入 した土産代 2,9 9 2円

イ 公 明党が支出 した行政視察費用の うち山形市に宿泊 した宿泊料 40, 9 5 0円

及びその移動に要 した交通費 13, 0 0 0円

ウ 上 記ア及びイの金額に関 し、収支報告書の提出期限の翌 日から損害補てんの 日

まで年 5分 の割合による利子相当額

(2)法第 242条 第 9項 の規定に基づき、措置期限までに討 じた措置の状況について、

同日までに監査委員に通知 されたい。

5 意 見

本件請求における監査委員の判断は以上のとお りであるが、法第 199条 第 10項

の規定に基づき、監査委員 として今回の政務調査費の監査を通 じ、以下のとお り意見

を述べるものである。

政務調査費については、地方議会の審議能力を強化 し、その活性化を図ることを目

的に、地方議員の調査活動基盤 を充実する観点から制度化 されたものであ り、その趣

旨 。目的に沿つて各会派の判断 と責任において使用 されるべきものである。

現状を踏まえると、今後、 さらにその透明性及び公正性 を高める必要があると思料

され ることから、本制度の運用に関 し改善に努められるよう、次のとお り議会事務局

及び市議会各会派に対 し要望す る。

(1)議会事務局においては、公金の支出である政務調査費の所管部局 として、政務調

査研究活動を制約 しない範囲において、収支報告書が使途基準に適合 しているか内

容確認や添付書類 との整合性など十分に審査及び精査できるような体制整備に着手

され、 さらなる充実を図 られたい。

(2)市議会各会派においては、政務調査費の使用に当た り市民への説明責任の充実を

図 り市民の理解 と信頼が得 られるよう、目的に沿つた適正な運用を図るため、「政務

調査費の使途基準の運用に関す る取扱要綱」等の策定並びに収支報告書及び行政視

祭報告書の内容など論議 され、市政発展に寄与 されることを期待する。
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